
      平成１６年９月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

広告灯 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

背面から蛍光灯により広告パネルを照明する器具である。 

 

○構造、仕様、意匠 

パネル（アクリル板）部、蛍光灯用インバーターユニット等から構成される。 

外観寸法：幅６００㎜×奥行き２４０㎜×高さ３０㎜ 

重量  ：２ｋｇ 

定格  ：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、４０Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

 一般店舗等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品以外の電気用品のうち、光源応用機械器具の「広告灯」として取り

扱う。 

 

（理由） 

 背面から照明を施し、広告情報を強調させることを目的とした製品であることか

ら「広告灯」として取り扱うのが妥当と判断する。 
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